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住
所
変
更
な
ど
の

　手
続
は
お
済
み
で
す
か
？

住
所
変
更
な
ど
の

　手
続
は
お
済
み
で
す
か
？

〜
春
の
引
越
し
シ
ー
ズ
ン
は
、市
民
課
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
〜

〜
春
の
引
越
し
シ
ー
ズ
ン
は
、市
民
課
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
〜

　
住
所
を
変
更
し
た
ら
、
14
日
以

内
に
届
出
を
す
る
よ
う
、
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
例
年
、転
入
・
転
出
・
転
居
な
ど
の

住
所
変
更
が
多
く
な
る
３
月
中
旬

か
ら
４
月
上
旬
に
か
け
て
は
、
市

民
課
窓
口
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
。

　
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
日
時
や
、

手
続
に
必
要
な
も
の
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

１
．
窓
口
の
開
設
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
除

く
）
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

※

戸
籍
届
出
や
転
入
・
転
居
な
ど
、内

容
に
よ
っ
て
は
手
続
に
時
間
が
か

か
り
ま
す
の
で
、16
時
30
分
ま
で
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　２
．
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
日
時

・
３
月
中
旬
か
ら
４
月
上
旬

・
月
曜
日
、
金
曜
日
お
よ
び

祝
日
明
け

・
11
時
〜
14
時
ご
ろ

※

内
容
に
よ
っ
て
は
他
課
で
の
手
続

が
あ
り
ま
す
の
で
、時
間
に
余
裕

を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

３
．
「
本
人
確
認
資
料
」
を

　
　
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
住
所
変
更
や
住
民
票
・
戸
籍

謄
抄
本
の
交
付
申
請
の
際
に

は
、次
の「
本
人
確
認
資
料
」で

確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
個
人
情
報
の
不
正
取
得
や

虚
偽
の
手
続
を
防
ぐ
た
め
の
も

の
で
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。　
　

【
本
人
確
認
資
料
】

▼
顔
写
真
付
き
の
官
公
署
発
行
の

書
類
を
１
点

（
例
）運
転
免
許
証
、個
人
番
号

カ
ー
ド
（
以
下
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
」
と
い
う
。）、顔

写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
、パ

ス
ポ
ー
ト
、在
留
カ
ー
ド
ま
た

は
特
別
永
住
者
証
明
書
な
ど

▼
右
記
の
書
類
が
な
い
場
合
は
、

次
の
書
類
を
２
点

（
例
）健
康
保
険
証
、介
護
保
険

証
、年
金
手
帳
、年
金
証
書
な

ど

４
．
転
入
・
転
居
の
際
は

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
」
、
「
顔
写
真
付
き

の
住
基
カ
ー
ド
」
、

「
在
留
カ
ー
ド
」
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い

　
カ
ー
ド
に
転
入
・
転
居
後
の

新
住
所
を
記
載
し
ま
す
。
住
所

変
更
す
る
人
全
員
の
カ
ー
ド
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
住
基
カ
ー
ド
の
住

所
変
更
に
は
個
別
に
暗
証
番

号
（
数
字
４
ケ
タ
）
の
確
認

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

５
．
印
鑑
登
録
証
明
書
（
印

鑑
証
明
）
の
発
行
に
は

印
鑑
登
録
証
が
必
要
で

す

　
窓
口
で
の
印
鑑
証
明
の
発

行
に
は
「
印
鑑
登
録
証
」
が

必
要
で
す
の
で
、
必
ず
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

６
．
お
近
く
の
窓
口
を
ご
利

　
　
用
く
だ
さ
い

　住
所
変
更
や
印
鑑
登
録
・

住
民
票
の
写
し
等
の
発
行
な

ど
は
、
本
庁
・
行
政
セ
ン
タ
ー

い
ず
れ
の
窓
口
で
も
対
応
で

き
ま
す
。
お
近
く
の
窓
口
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

本　庁　　市　民　課  　　　　  ☎21－2315
平田行政センター 市民サービス課 ☎63－5565
佐田行政センター 市民サービス課 ☎84－0111
多伎行政センター 市民サービス課 ☎86－3111
湖陵行政センター 市民サービス課 ☎43－1214
大社行政センター 市民サービス課 ☎53－3115
斐川行政センター 市民サービス課 ☎73－9100

　出雲市に住民票がある人は、マイナンバーカードを
利用して、全国のコンビニエンスストアに設置している
マルチコピー機で各種証明書が取得できます。
▶取得できる証明書　
①住民票の写し（本人・同一世帯員）
②印鑑登録証明書（本人のみ）
③戸籍（謄本／抄本）
④戸籍の附票の写し（謄本／抄本）
⑤所得（課税）証明書（本人の最新年度分）
　※③と④は本籍・住所ともに出雲市にある方のみ
▶取得できる主なコンビニエンスストア
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン
▶利用時間
６時３０分～２３時（12/29～1/3は利用できません）
※戸籍・戸籍の附票の写しは8時30分～１７時15分

　
土
日
窓
口
サ
ー
ビ
ス
で

は
、
転
入
・
転
出
・
転
居

な
ど
の
住
所
変
更
手
続
、

印
鑑
の
登
録
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

おたずね・手続窓口

マイナンバーカードがあれば
コンビニ交付サービスが利用できます
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　賦課期日（４月１日）時点で軽自動車等を所有しており、かつ、軽自動車税（種別割）の振替口座を登録
しておられない方に対しては、毎年５月中旬に、ハガキ様式 の納付書を送付していましたが、令和
４年度から送付する納付書が 封書様式 へ変更となります。

　島根県後期高齢者医療広域連合から、後期高齢者医療制度の被保険者でマイナンバーカード
を未取得の方に対して、交付申請書が 2月下旬から 3月にかけて、順次発送されます。

軽自動車税（種別割）について軽自動車税（種別割）について軽自動車税（種別割）について軽自動車税（種別割）について

おたずね／市民税課　☎２１－６７０３

軽自動車税 (種別割 )納付書の様式変更について

申請書の
送付対象者

マイナンバー
カードの
メリット

＜令和４年度＞　納期限：５月３１日（火）

＜令和４年度＞　課税免除申請期間：４月１日（金）～４月１１日（月）

　軽自動車税（種別割）には以下の３種類の減免制度があります。要件の詳細や申請方法については、
市民税課へお問い合わせください。
　なお、前年度に減免を受けていて、申請内容に変更がない方は、４月上旬発送予定の減免継続申請
ハガキでの手続きとなります。

①身体障がい者等の方に対する軽自動車税（種別割）の減免
下記の手帳の交付を受けている方が所有する軽自動車等については、一定の要件に該当する場合、減免にな
ります。　※家族等が所有または運転する軽自動車等についても、一定の要件に該当する場合、減免になります。
・身体障がい者手帳　　・戦傷病者手帳　　・療育手帳　　・精神障がい者保健福祉手帳
※減免の対象になるのは１台のみです。
※自動車税 (種別割 ) の減免を受けている場合、軽自動車税 (種別割 ) の減免は受けられません。

②身体障がい者等の方が利用するための構造をした軽自動車（車いす移動車等）に対する軽自動車税（種別割）の
　減免

③公益のために直接専用する軽自動車等に対する軽自動車税（種別割）の減免

減免の手続きについて

　商品であって使用しない軽自動車（原付、小型特殊自動車を除く）に対する軽自動車税（種別割）は、
一定の要件に該当する場合、課税が免除されます。課税免除の対象や申請方法については、市民税課へ
お問い合わせください。

課税免除の手続きについて

＜令和４年度＞　減免申請期間：４月１日（金）～５月３１日（火）

おたずね／マイナンバーカードの交付申請等に関すること　市　民　課　☎２１－２３１５
　　　　　健康保険証の利用申込等に関すること　　　　　保険年金課　☎２１－６９８３
おたずね／マイナンバーカードの交付申請等に関すること　市　民　課　☎２１－２３１５
　　　　　健康保険証の利用申込等に関すること　　　　　保険年金課　☎２１－６９８３

75 歳以上のマイナンバーカード未取得者に
交付申請書が送付されます

75 歳以上のマイナンバーカード未取得者に
交付申請書が送付されます

◉身分証明書として利用できます。
◉健康保険証として利用できます。（ただし、保険証として利用するためには、別途、
　保険年金課・各行政センター市民サービス課等での申込みが必要です。）
◉住民票の写し等の各種証明書をコンビニエンスストアで取得できます。

令和 3年 10月 31日時点で 75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者


